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❶東地区地域包括支援センター ☎（504)5858
[中２-３-１　悠生会地域包括ケアセンター内］
●対象地区
◇釜蓋　　
◇井の口　
◇中
◇乙金
◇乙金台
◇乙金東
◇大池

❷北地区地域包括支援センター ☎（501)3838
[仲畑３-10-21　北デイサービスセンター内］
●対象地区
◇上筒井　　
◇下筒井　　
◇山田
◇雑餉隈町
◇栄町
◇仲島
◇畑詰

❸中央地区地域包括支援センター ☎（595)6802
[上大利１-３-９　中央デイサービスセンター内］
●対象地区
◇上大利
◇中大利
◇下大利
◇東大利
◇下大利団地
◇白木原
◇瓦田

❹南地区地域包括支援センター ☎（589)2632
[つつじケ丘３-１-31　南デイサービスセンター内］
●対象地区
◇牛頸
◇若草
◇平野台
◇月の浦
◇南ケ丘１区
◇南ケ丘２区
◇つつじケ丘

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
高
齢
者
の

相
談
窓
口
で
す
。
高
齢
者
や
そ
の
介
護
を

し
て
い
る
家
族
、
地
域
の
人
か
ら
、
日
頃

の
心
配
や
悩
み
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
て

い
る
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
・
保
健
師
・

社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
が
、
い
つ
ま

で
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
過
ご

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
や
福
祉
、

健
康
、
医
療
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
相
談
例

地
域
か
ら
の
相
談

◇
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
様
子
が
心
配

◇
最
近
顔
を
見
か
け
な
い
け
ど
大
丈
夫
か

◇
近
所
か
ら
怒
鳴
り
声
や
大
き
な
物
音

が
し
て
心
配

本
人
・
家
族
か
ら
の
相
談

◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
が
、
ど

う
し
た
ら
い
い
か

◇
物
忘
れ
が
増
え
た
が
、
ど
う
し
た
ら

い
い
か

◇
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
知
り
た
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
一
人
で

悩
ま
ず
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日
時
　
月
〜
土
曜
日
（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
半

●
問
い
合
わ
せ
先

す
こ
や
か
長
寿
課
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
担
当

☎（
5
0
1
）2
3
0
6

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　
大
城
２
丁
目
10
番
及
び
22
番
の
区
域
を

変
更
し
ま
す
。

●
実
施
日
　
８
月
４
日
㈪

●
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
戸
籍
整
備
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
４

大
城
２
丁
目
の
街
区
の
区
域
を
変
更
し
ま
す

変更前

凡例

既存街区符号

町界

1：1,000

10・22

縮尺

変更後

凡例

既存街区符号

町界

1：1,000

10・22

縮尺

　
高
齢
に
な
る
と
、
認
知
機
能
の
低
下
な

ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
衰
え
、
生
活
に
必

要
な
契
約
や
金
銭
管
理
が
難
し
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

◇
家
賃
や
預
貯
金
の
管
理
が
で
き
な
く

な
っ
て
き
た
。

◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
必
要
だ
が
本

人
は
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

◇
悪
質
商
法
の
経
済
的
被
害
を
受
け
た
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
後
々
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
や
消
費
者

被
害
な
ど
大
き
な
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
と
一
緒
に
金
銭
を

管
理
し
た
り
、
代
理
で
契
約
を
行
っ
た

り
す
る
人
の
存
在
が
必
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
を
「
後
見
人
（
類

型
に
よ
り
保
佐
人
ま
た
は
補
助
人
）」
と

言
い
ま
す
。

成
年
後
見
人
が
決
ま
る
ま
で

　
後
見
人
の
選
任
は
家
庭
裁
判
所
に
申
し

立
て
を
行
っ
て
手
続
き
を
し
ま
す
。

●
申
し
立
て
が
で
き
る
人
　
◇
本
人
◇
配

偶
者
◇
４
親
等
以
内
の
親
族

※
司
法
書
士
な
ど
が
手
続
き
を
す
る
場
合

は
別
に
契
約
が
必
要
で
す
。

※
親
族
が
い
な
い
場
合
、
市
長
に
よ
る
申

し
立
て
も
で
き
ま
す
。

●
費
用
　
◇
成
年
後
見
用
診
断
書
作
成
料

◇
申
立
手
数
料
◇
登
記
手
数
料
　

な
ど

●
申
請
方
法
　
家
庭
裁
判
所
所
定
の
申
立

書
と
必
要
書
類
を
提
出

●
選
任
　
家
庭
裁
判
所
で
審
査
し
、
適
切

な
人
を
後
見
人
に
選
任

※
申
し
立
て
か
ら
選
任
ま
で
に
は
数
カ
月

か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
相
談

　
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
成

年
後
見
制
度
に
関
す
る
こ
と
や
、
申
立
方

法
な
ど
の
相
談
が
で
き
ま
す
。
相
談
す
る

と
き
は
、事
前
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
す
こ
や
か
長
寿
課
（
基
幹
型
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

☎（
５
０
１
）２
３
０
６

◇
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
５
８
９
）２
６
３
２

◇
中
央
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
５
９
５
）６
８
０
２

◇
東
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
５
０
４
）５
８
５
８

◇
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
５
０
１
）３
８
３
８

高
齢
者
の
成
年
後
見
制
度
の
利
用

2222

1010

22
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